
船舶事故等調査報告書 

                                  平成２６年１月３０日 

                           運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第１３９号 

事故等種類 座洲 

発生日時 平成２５年９月１６日 １８時１０分ごろ 

発生場所 阪神港大阪第６区 

 大阪府大阪市所在の大阪常吉防波堤灯台から真方位０２０°１,４

２０ｍ付近 

（概位 北緯３４°４１.２′ 東経１３５°２４.７′） 

事故等調査の経過  平成２５年９月２４日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（神戸事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 第十八三
さん

幸
こう

丸、４０２トン 

 １３１５１１、有限会社三幸海運 

 乗組員等に関する情報 船長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過 

 

 本船は、船長ほか４人が乗り組み、鋼製線材約１,１００t を積

み、船首約２.９０ｍ、船尾約３.３５ｍの喫水により、大阪市西淀川

区所在の製鉄所の岸壁を出発し、前日の豪雨の影響で川に多量のごみ

が流れている状況下、阪神港大阪第６区の川に沿った航路を南西進し

ていた。 

本船は、船橋の主機監視盤で冷却水温度上昇の警報が鳴っており、

船長は、冷却海水系統の吸入口にごみ等を吸い込み、冷却水の供給量

が減少しているものと思った。 

船長は、船首方の高速道路の高架橋下に浮遊物の塊を発見し、ふだ

んであれば同高架橋を通過後すぐに右転していたが、浮遊物の塊を避

けようとして直進したところ、平成２５年９月１６日１８時１０分ご

ろ行きあしが低下して間もなく浅瀬に座洲した。 

本船は、満潮時を過ぎており、自力では離礁できないと判断して投

錨し、１７日の満潮時に引船を手配して離礁作業を行ったものの、船

体に動きが見られず、１８日の満潮時に別の大型の引船を手配して離

礁作業を行い、０４時５０分ごろ離礁を完了した。 

本船は、本インシデント発生場所付近に濁りと流れがあったため、

大阪市大正区の鶴浜岸壁に移動し、ダイバーによる船底の点検と冷却

海水系統の吸入口の掃除を行い、航行に問題がないことを確認して１

７時ごろ出発した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 



海象：海上 平穏、潮汐 高潮期 

 その他の事項  船長は、冷却海水系統の温度上昇警報が鳴っている状況を認め、こ

れ以上ごみを吸い込めば、主機が運転できなくなるかもしれないと思

っていた。 

本インシデント発生場所付近は、航路を外れれば、浅瀬が拡延して

いた。 

本船は、ふだん、貨物を積載した状態で満潮時に出航していた。 

本インシデント当時、本来の船長は休暇中であり、一等航海士が船

長の代行をしていた。 

分析 

乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、本インシデント前日の豪雨の影響で川に多量のごみが流れ

ている状況下、阪神港大阪第６区の川に沿った航路を南西進中、高速

道路の高架橋下にたまった浮遊物の塊を避けようとし、航路を外れて

直進したことから、浅瀬に座洲したものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、本インシデント前日の豪雨の影響で川

に多量のごみが流れている状況下、阪神港大阪第６区の川に沿った航

路を南西進中、高速道路の高架橋下にたまった浮遊物の塊を避けよう

とし、航路を外れて直進したため、浅瀬に座洲したことにより発生し

たものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航路に多量のごみが流れていることを認めた場合は、海水系統に

ごみを吸い込んで航行不能となる虞があるので、出発を見合わせ

ること。 

 


